
令和６年度薬事調査結果報告書 

 

１．調査の目的 

急速に進む少子高齢化により、国の一般歳出

に占める社会保障費は、年々急増している。国

民の安全・安心は暮らしを保障する「国民皆保

険制度」の維持は喫緊の課題であり、こうした

背景のもと、政府は患者負担の軽減や医療保険

財政の改善を目的として、後発医薬品の使用促

進に向けた取組みを進めてきた。また、さらな

る医療保険財政の改善を目的に令和６年１０

月、長期収載品の選定療養制度を導入した。 

そこで、都内病院における後発医薬品の使用

状況の把握と課題の抽出を目的に、後発医薬品

の利用に関する実態調査を行い、その結果を行

政施策へ活用していく。 

 

２．調査の対象 

 東京都内全病院（６３２施設） 

 

３．調査期間 

 令和７年３月３日（月曜日）から令和７年３

月１４日（金曜日）まで 

 

４．調査方法 

 東京都内全病院宛てにメールにて調査を依頼

した。回答方法は自治体専用デジタル化総合プ

ラットフォーム「Lo Goフォーム」にて回答を

受け付けた。 

 

５．回答状況 

 ２１９施設から回答を得た。（回答率３４．

７％） 

 

６．調査項目 

【病院の現状について】（必須項目） 

（１）病床数 

（２）診療科目 

（３）薬剤師数（常勤換算） 

（４）院外処方率 

 

【後発医薬品の採用（使用）について】 

（必須項目） 

（１）採用している医薬品のうち、後発医薬品

が占める割合 

（２）採用状況について 

（３）採用する際に重視する点について 

 

【長期収載品に係る選定療養について】 

（必須項目） 

（１）対象となる医薬品の院内処方の有無 

（２）患者への説明の有無 

（３）患者への説明の手段 

（４）制度開始後における、後発医薬品の院内

処方率の変化 

 

【意見】（自由回答） 

（１）後発医薬品の使用促進にあたっての問題

点 

（２）長期収載品に係る選定療養に関し、感じ

るメリットやデメリット 

 

７．調査結果 

 

調査結果のとりまとめに当たっては、趣旨を

損なわない範囲で修正・要約をしています。 

 

【病院の現状について】（必須項目） 

 （１）病院の病床数 

病床数 回答数 割合 

１：２０～５０床 ２４ １１％ 

２：５１～１００床 ３３ １５％ 



３：１０１～２００床 ６５ ３０％ 

４：２０１～３００床 ２５ １１％ 

５：３０１～５００床 ４５ ２１％ 

６：５０１床～ ２７ １２％ 

 

 

            

（２）診療科目（複数回答可） 

診療科目 回答数 割合 

内科 １８８ ８６％ 

外科 １２５ ５７％ 

整形外科 １５６ ７１％ 

精神科 ９４ ４３％ 

小児科 ８０ ３７％ 

皮膚科 １０８ ４９％ 

泌尿器科 １１５ ５３％ 

産婦人科 ７６ ３５％ 

眼科 ９４ ４３％ 

耳鼻咽喉科 ８０ ３７％ 

その他 １１１ ５１％ 

 

 

 

 

（３）病院の薬剤師数（常勤換算） 

人数 回答数 割合 

１：１人 １１ ５％ 

２：２～１０人 １３９ ６３％ 

３：１１～３０人 ３０ １４％ 

４：３１～５０人 ２０ ９％ 

５：５１人～ １９ ５％ 

 

 

               

（４）院外処方率 

処方率 回答数 割合 

１：０％ １１ ５％ 

２：０超～２０％ ２１ １０％ 

３：２０超～５０％ １１ ５％ 

４：５０超～８０％ ８ ４％ 

５：８０超～１００％ １６８ ７７％ 

 



 

            

【後発医薬品の採用（使用）について】 

（必須項目） 

（１）採用している医薬品のうち、後発医薬

品が占める割合 

占める割合 回答数 割合 

１：０～２０％ ３０ １４％ 

２：２０超～５０％ ５５ ２５％ 

３：５０超～８０％ ３８ １７％ 

４：８０超～１００％未満 ９５ ４３％ 

５：１００％ ０ ０％ 

 

 

               

（２）後発医薬品の採用状況 

後発医薬品の採用状況 回答数 割合 

１：後発医薬品があるものは積極

的に採用 

１３５ ６２％ 

２：薬の種類によっては後発医薬

品を積極的に採用 

６５ ３０％ 

３：積極的に採用していない １９ ９％ 

  

         

後発医薬品を「積極的に採用している」又は

「薬の種類によっては積極的に採用している」 

病院は２００施設で９２％を占めた。 

 

（３）後発医薬品を採用する際に重視する点

（複数回答可） 

重視する点 回答数 割合 

供給体制が整備されてい

ること 

２１２ ９７％ 

先発医薬品と適応症が同

じであること 

１８７ ８５％ 

剤形上の工夫（味、大き

さなど）がされているこ

と 

１４２ ６５％ 

情報提供体制が整備され

ていること 

１２８ ５８％ 

その他 ２９ １３％ 



 後発医薬品を採用する際に重視する点で最も

多かったのが「供給体制が整備されていること」

（２１２件）、次いで「先発医薬品と適応症が同

じであること」（１８７件）であった。 

《その他》 

・社風（医薬品業界に携わる企業としての心構

えや訪問にくるＭＲの考え方や売込み度合い） 

・剤型の識別がしやすいこと 

・金額 

・薬価や市場のシェア、他施設の採用状況 

・既採用薬との外観が似ていないこと、名称に

類似性がないことなどの間違えやすさがない

こと 

・容易懸濁の可否 

・包装単位 

・室温・冷所等保存条件の相違 

・オーソライズドジェネリックかどうか 

 

（４）後発医薬品の採用に積極的になれない理

由（複数回答可） 

※（２）において「積極的に採用していない」を選択し

た場合に回答 

積極的になれない理由 回答数 割合 

供給面に不安があるため １６ ８４％ 

メーカーからの情報提供

が不足しているため 

７ ３７％ 

先発医薬品と適応症が異

なるため 

６ ３２％ 

製品の品質に不安がある

ため 

６ ３２％ 

先発薬品に比べて価格差

が小さいため 

４ ２１％ 

その他 ０ ０％ 

後発医薬品の採用に積極的になれない理由と

して最も多かったのが「供給面に不安があるた

め」（１６件）、次いで「メーカーからの情報提

供が不足しているため」（７件）であった。 

        

【長期収載品に係る選定療養について】 

（必須項目） 

（１）対象となる医薬品の院内処方の有無 

対象品の有無 回答数 割合 

あり １２３ ５６％ 

なし ９６ ４４％ 

 

（２）患者への説明の有無 

※（１）において「あり」を選択した場合に回答 

説明の有無 回答数 割合 

行っている ７７ ６３％ 

行っていない ４６ ３７％ 

 

（３）患者への説明手段（複数回答可） 

説明手段 回答数 割合 

掲示物や配布物 ５７ ７０％ 

医師からの説明 ５６ ６９％ 

病院のホームページ １８ ２２％ 

薬剤師からの説明 １７ ２１％ 

その他 ２ ２％ 

 

 患者への制度の説明手段として最も多かった

のが「掲示物や配布物」（５７件）、次いで「医

師からの説明」（５６件）であった。 

《その他》 

・医事会計の際に医事課より説明 

 

（４）制度開始後における、後発医薬品の院内

処方率の変化 

院内処方率の変化 回答数 割合 

上がった ２２ １８％ 

変わらない １０１ ８２％ 

下がった ０ ０％ 

 

 

 

 

 



【意見】（自由回答） 

（１）後発医薬品の使用促進にあたっての問題

点 

《供給面に関して》 

・後発医薬品を積極的に採用しているが、突

然入荷制限がかかり、長期にわたり入って

こないことが多くなっている。どうしよう

もなく先発品に戻すこともあるが、それす

らないこともある。  

・出荷調整、限定出荷、出荷停止の頻度が高す

ぎて、後発品に変更したくてもできない。ま

た、変更した直後から販売中止になること

もしばしばある。その度にマスタ登録やス

タッフへの周知、患者様への説明など、業務

が増える。 

・現在でも供給が悪く、院内での使用量を確

保するために、多大な時間を要している。 

・出荷調整になった際に、ほぼ全社が同時に

限定出荷を行うことがあり、代替薬の入手

が困難となる場合がある。 

・販売開始後、一定期間が経過した際に販売

終了してしまうことがあり、再度別メーカ

ーの選定が必要となることがある。 

・メーカー側で供給量は充足していると判断

している場合でも、地域差や卸によって配

分が異なることがある。 

・供給問題が解決しない限り、これ以上後発

品の使用促進はできない。 

・医薬品が不足していることを医師や患者に

理解していただけないことがある。 

・供給が不安定なため、後発医薬品の使用促

進に協力しようにも後発医薬品が供給停止

となり先発医薬品に戻らざるを得ない。 

・薬価改定で下げるところまで下げていると

ころが供給不足の原因だと思います。 

《薬価に関して》 

・薬価を下げすぎ。 

・こんなに薬価が低いと、供給体制の脆弱さ

を一方的に企業に責める気にはなれない。 

・すべての後発品の薬価を上げる必要はない

と考えますが、最低薬価近辺の薬剤の薬価

については見直したほうがメーカーの製造

意欲も上がり、供給が安定するのではと感

じることがあります。 

・採算が取れない医薬品の供給をやめてしま

うメーカーが多く、薬価については検討し

てもらいたい。 

・先発品も含め、メーカーが継続的に生産で

きる薬価や制度を導入してください。 

・そもそも先発品の薬価を下げる方策の検討

はできないのか。 

《適応症に関して》 

・先発品との適応症に違いがある場合、医師

は処方選択に苦慮し、薬剤師は管理に苦慮

している。 

・先発品との適応症が一致していない場合、

先発品と後発品の両方を購入する必要があ

り、在庫が増えてしまう。 

・外用剤は使用感が異なり、患者からのクレ

ーム対応に苦慮する。 

・小児用シロップ剤やドライシロップ等では

味が異なり、コンプライアンスが低下して

いる。 

《その他》 

・製造承認一部変更が必要な場合の行政の承

認手続きが遅く、現場の流通在庫が途切れ

ないように対応してほしい。 

・OTCへのスイッチすることは否定しないが、

メジコン錠やムコダイン錠など OTC の在庫

があって保険薬の在庫が不足する事態があ

ってはならない。 

・品目によっては後発品の銘柄が多すぎ、薬

価も異なることがあり、業務が煩雑で色々

とリスクが高い。 

・メーカーによる情報収集、情報提供体制が

不十分である。 



・生物学的同等性を保つことが難しい後発品

が多い。 

・後発医薬品が該当する医薬品に全部になく、

売れるものだけに集中している。 

・医療費削減のために、後発医薬品使用促進

は必要と考えるが、それに固執するばかり

医療の本質を見失っているようにみえる。 

・後発品を促進するのであれば、医療機関や

患者さんが安心して後発品を選べる環境を

整えるべき。 

・患者だけでなく、医師にも先発品志向の方

がおり、後発品の使用促進をしたくても先

発品を購入せざるを得ない。 

 

（２）長期収載品に係る選定療養に関し、感じ

るメリットやデメリット 

《メリット》 

・後発品の利用促進と医療費削減にはつなが

ると思う。 

・患者希望で先発品を希望していた患者のう

ち、一定数は後発品に切り替えており、後発

品の使用促進につながっている。 

《デメリット》 

・制度導入にともない、後発品への変更が進

み、医薬品供給不足が加速した。 

・後発品使用促進へのメリットはあるが、先

発品希望者への差額説明などの手間が増え

た。説明をしても納得いただけないケース

もある。 

・患者だけでなく、医師などの医療従事者も

制度の内容をよく理解していないように思

われる。 

・制度は複雑で業務負担が増大した。 

《その他》 

・国民に対する説明が医療機関や薬局主体で

行われているが、国が国民に十分説明を行

う必要があったと思う。 

・患者の理解が進まない状況は、事前の周知

不足ではないかと感じている。 

 

６．考察 

  今回、後発医薬品の利用及び長期収載品 

に係る選定療養に関する実態調査を実施し、 

多くの意見が寄せられるとともに、様々な 

課題が明らかになった。 

９割以上の施設において、後発医薬品を 

「積極的に採用している」又は「薬の種類

によっては積極的に採用している」との回

答があったが、一方では「供給面に不安が

ある」「先発医薬品との適応症が異なる」「製

品の品質に不安がある」などの理由により、

後発医薬品を積極的に採用していない施設

もあった。 

また、後発医薬品の使用促進にあたっ 

ての問題点として、「供給体制」「先発医薬品

との適応症の相違」「薬価」について多くの

意見が寄せられた。 

昨今の後発医薬品の供給不足により、 

医療関係者・患者の間で後発医薬品の供給

体制に対する不信・不安が高まっている。こ

の状況を踏まえ、安定的に供給できる体制

整備が必須である。また、「一部の患者から

は後発医薬品の強い拒否がある」「費用がか

かっても先発医薬品を選択する人が増えて

いる」「後発品は良品ではないと考えている

医師がいる」等の意見もあり、後発医薬品の

使用に対し、抵抗を感じている患者や医師

などがいることがわかった。このため、後発

医薬品の使用促進のためには、引き続き患

者や医療関係者への理解と使用促進に向け

た取組みを継続して行うとともに、普及啓

発が重要であると考える。 

令和６年１０月１日より導入された長期

収載品に係る選定療養について、選定療養

の対象となる医薬品を院内処方している施

設は、回答を得た施設の約半数であった。そ



の中で、制度開始後、後発医薬品の院内処方

率が上がったと回答した施設は２２施設あ

り、後発医薬品の使用促進に寄与したこと

がうかがえる。 

本制度のメリットとして「後発医薬品の使

用促進に有効であったのではないか」との

意見が多くあげられた。一方で、「後発品へ

の変更が進み、医薬品供給不足が加速した。」

「患者だけでなく、医師などの医療従事者

も制度の内容をよく理解していないように

思われる。」などの意見もあげられた。本制

度の開始により、供給不足に拍車がかかり、

医療現場において混乱が生じていることや

患者や医療関係者に本制度について十分に

理解されていないことが明らかとなった。 

今後、東京都において、今回の調査で明ら 

  かになった課題等を踏まえ、問題点等を精

査し、今後の行政施策に役立ていきたいと

考える。 


